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      新型コロナウイルス感染症に対する八幡浜市の対応について
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      ※古いページが表示される場合は、キーボードのF5を押してページ更新を行ってください。


 


新型コロナウイルス感染症に対する八幡浜市の関係部署の対応についてお知らせします。


	人権啓発課
	市立八幡浜総合病院
	イベント関係
	総務課（職員対応）



 



[bookmark: anchor007]人権啓発課


	相談窓口について（平日8時30分～17時15分）

	新型コロナウイルス感染症を理由とした、不当な人権侵害に対しての相談窓口を開設しています。
	人権啓発課（保内庁舎1階）0894-21-6860
	愛媛県人権啓発センター 089-941-8037
	みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）0570-003-110
	子どもの人権110番 0120-007-110



 


[bookmark: anchor008]市立八幡浜総合病院


	令和２年１月９日から面会禁止、院内マスク着用の義務付けを実施（インフルエンザ予防策）。
	令和２年１月29日から新型コロナウイルス関係の相談対象者の範囲や保健所等のコールセンター情報を院内で掲示、アナウンス。
	令和２年２月26日から面会制限（やむを得ない場合の面会でも、令和２年４月７日から平日の日中は一階エレベーター前で、18時以降の夜間、土日祝祭日は守衛室前での体温測定、面会簿記入義務、平日18時以降及び土日祝祭日の各自動ドア出入口の閉鎖）など、感染予防に努めている。
	令和２年７月21日から原則面会禁止。
	令和２年11月から発熱等の症状のある方は、かかりつけ医に相談、かかりつけ医の無い方は、受診相談センター（089-909-3483）へ連絡するよう周知。
	令和２年12月から病院入口３か所に、サーモグラフィカメラを設置、体温37.5度以上の方は、相談窓口に連絡。



 


[bookmark: anchor009]イベント関係


（2022年１月14日更新）


	市主催の集客イベントは、感染防止対策を一層徹底し、イベントの規模や実施内容に応じて、開催の可否を判断します。

	関連ページはこちら



 


[bookmark: anchor010]総務課（職員対応）


（2023年5月8日更新）


	基本的な感染回避行動（定期的な換気、こまめな手洗いうがい、咳エチケット、流行時の３密回避、体調不良時の会食見合わせなど）を継続すること。
	マスクの着用は基本的に個人の判断とするが、医療機関や高齢者施設等へ訪問する場合、または体調不良時や家族が感染した場合等は着用を徹底すること。
	職場での会食制限は設けないが、感染状況や参加者の体調に十分留意すること。 




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　総務課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5988
FAX：0894-24-0610
E-Mail：soumu@city.yawatahama.ehime.jp
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	サイトマップ
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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